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○国の動向について                                                                     

Ⅰ 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（以下「給特法」）について 

 １ 給特法の概要（昭和 46年５月公布、昭和 47年１月施行） 

 【参考】給特法第３条第１項及び同条第２項 

第３条 教育職員（校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。）には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定

めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。 

２ 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。 

 

２ 教職調整額の見直しを含む教師の処遇改善をめぐる国の動向 

【令和６年６月 21日】閣議決定 「骨太の方針 2024」（抜粋）                                              

質の高い教師の確保・育成に向け、2026年度までの集中改革期間を通じてスピード感を持って、働き方改革の更なる加速化、処遇改善、指導・運営体制の

充実、育成支援を一体的に進める。学校・教師が担う業務の適正化やＤＸによる業務効率化を進めるとともに、学校における働き方改革の取組状況の見える

化等、ＰＤＣＡサイクルを強化し、教師の時間外在校等時間の削減を徹底して進める。教職の特殊性や人材確保法の趣旨、教師不足解消の必要性等に鑑み、

教職調整額の水準を少なくとも 10％以上に引き上げることが必要などとした中央教育審議会提言※を踏まえるとともに、新たな職及び級の創設、学級担任の

職務の重要性と負担等に応じた手当の加算、管理職手当の改善等の各種手当の改善など職務の負荷に応じたメリハリある給与体系への改善も含めた検討を進

め、財源確保と併せて、2025年通常国会へ給特法改正案を提出するなど、教師の処遇を抜本的に改善する。 

※中央教育審議会 質の高い教師の確保特別部会「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」（令和６年５月 13日）。 

 

【令和６年８月 27日】「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）（中教審第 251号）    

   環境整備の目的：学校教育の質の向上を通した、すべての子供たちへのよりよい教育の実現 

第１章 我が国の学校教育と教師を取り巻く環境の現状 

    第２章 教師を取り巻く環境整備の基本的な考え方    

    第３章 学校における働き方改革の更なる加速化 

    第４章 学校の指導・運営体制の充実 

    第５章 教師の処遇改善 

第６章 教師を取り巻く環境整備の着実な実施とフォローアップ等 

 

【令和６年８月 27日】教師を取り巻く環境整備推進本部設置                                              

答申における具体的な提言を実現するため、文部科学大臣を本部長とする「教師を取り巻く環境整備推進本部」を設置。 

   

２．教職の重要性を踏まえた教師の処遇改善の在り方について 

教師の自主的で自律的な判断に基づく業務と、校長等の管理職の指揮命令に基づく業務とが

日常的に渾然一体となって行われており、これを正確に峻別することは極めて困難である。 

教師の職務等の特殊性を踏まえると、勤務時間の内外を包括的に評価し、教職調整額を支給

する仕組みは、現在においても合理性を有している。 

教職調整額の率については、現在の４％を少なくとも 10％以上とすることが必要 

（資料３－１） 
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  【令和６年８月 29日】公表 文部科学省令和７年度概算要求（抜粋）                                           

   教師の処遇改善 ＋232億円 ※都道府県等における給与条例の改正等に一定の期間を要することから令和８年１月から３月までの３か月分を計上。 

    ○ 教職の重要性を踏まえた教師の処遇改善 

     ・ 学校が対応する課題の複雑化・困難化を踏まえつつ、教職の魅力を向上し、教師に優れた人材を確保するため、人材確保法による処遇改善後の優

遇分を超える水準となるよう教職調整額の水準を４％から 13%に改善。 

    ○ 職務や勤務の状況に応じた処遇改善 

     ・ 学級担任や管理職の職務の重要性や負荷を踏まえ、処遇の改善を図る。 

【令和６年９月 30日】中教審答申を踏まえた取組の徹底等について（文科省通知）                                      

中教審答申を受けて「１．学校における働き方改革の更なる加速化」 「２．学校の指導・運営体制の充実」 「３．教師の処遇改善」 「４．教師を取り巻

く環境整備の着実な実施とフォローアップ」に関して、改めて取組の徹底が必要な方策等について通知し、知事・市町村長に対しては積極的な支援を、教育

長に対しては効果的な周知を要請する内容。 

 

【令和６年 12月 24日】教師を取り巻く環境整備に関する合意                                                        

  

 

学級担任への加算：月額 3,000円 

管理職手当の改善：支給水準の改善（月額 5,000円～10,000円の増）等 
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Ⅱ 国における具体的業務削減策について 

１ 学校における働き方改革の加速化 

中教審答申では、学校における働き方改革を加速させるため、「学校・教師が担う業務の適正化」、「標準を大きく上回る授業時数の見直し」、「校務ＤＸの加

速化」、「取組状況の「見える化」」等の具体的取組が必要であると示されている。 

【参考】中教審答申概要資料「第３章 学校における働き方改革の加速化」（抜粋） 

 

 
 
２ 学校の指導・運営体制の充実 

   学校の指導・運営体制を充実させるため、中教審答申においては、「小学校中学年の教科担任制の推進」、「教科担任制の充実に向けた定数改善」、「生徒指

導担当教師の全中学校への配置」等の具体的取組が必要であると示されている。 

【参考】中教審答申概要資料「第４章 学校の指導・運営体制の充実」（抜粋） 

 
 

※ 上記１及び２の実現に向けて、文科省は文部科学大臣を本部長とする「教師を取り巻く環境整備推進本部」を設置し（再掲）、「教師を取り巻く環境整備 

総合推進パッケージ」を策定（令和６年８月 29日） 

［働き方改革の加速化］〇授業時数の点検等に関する調査の実施 〇教育委員会における取組状況の「見える化」の仕組みづくり、教委別の取組状況を調査、公表  等 

［学校の指導・運営体制の充実］（R７年度概算要求）〇小学校における教科担任制の拡充（＋2,160人） 〇生徒指導担当教師の全中学校配置（＋1,380人） 等 
 


